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（2） 緊急時連絡業務の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）緊急情報により消費者に連絡をとり､状況を聞いたり指⽰を与えたりすることは､保安業務に該当します。 
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（4） 緊急時連絡業務のトラブル事例 
1. 「ガス器具がスムーズに点⽕しない」等の

消費者情報を、「明⽇点検に伺います」とだ
け伝えたために、消費者が何回も点⽕操作
を繰り返し、⽕災・爆発になった。 

♦事故の原因 
保安機関として、直ちに出動⼜は適切 
な指⽰・助⾔等（この場合、ガス器具の
使⽤禁⽌指⽰）をしなかった。 

 

2. 集中監視センターが、ガス器具の不完全燃
焼情報を消費者から受信したが（電話受
付）、委託業務以外の保安情報として放置
したため、CO（⼀酸化炭素）中毒につな
がった。 

♦事故の原因 

 

消費者へ適切な指⽰・助⾔等（この場合、ガス器具の使⽤禁⽌指⽰）を⾏わず、さらに電話
受付のため集中監視センターの受託業務ではないと誤って判断し、販売事業者等へ情報連
絡及び出動依頼を怠った。 

 

3. 消費者から「ガス臭い」との情報を受信し
た。マイコンメータや集中監視情報で上・
下流の漏れなしを確認後安全と判断したが、
隣家からのガス漏れであったため⽕災・爆発
になった。 

♦事故の原因 
消費者宅の確認だけで異常なしと判断し、
隣家等の確認を怠ったためと、さらに販売事
業者等への情報連絡及び出動依頼を怠っ
た。 
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電話受付１― ⽕災･爆発の発⽣ 

（1） 消費者等から電話による通報を受け付けた場合の連絡⽅法 

消費者及び第三者から電話による通報を受け付けた場合は、その通報内容に応じた適切な指
⽰・助⾔を⾏い、必要に応じて緊急時対応保安機関等へ出動要請、販売事業者へ連絡等を⾏いま
す。 
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※１︓集合住宅では、排気ダクト、排⽔⼝、開放された窓等を通じて、隣接住⼾⼜は階上住⼾から漏れたＬＰガス等
が当該住⼾に流⼊する可能性が、また、積雪地の雪害発⽣時や住宅密集地では、近隣住⼾から漏れたガスが床下
換気⼝から流⼊する可能性が各々あります。 

※２︓ガス漏れ警報器はＣＯを検知する設計はされていませんが、極端な酸素不⾜でＬＰガスが正常に燃焼しない場
合は、排ガスにＣＯと併せ未燃ガス等が含まれるため、この未燃ガスをガス漏れ警報器が検知し、鳴動する場合
があります。また、階下が⾞庫の場合、アイドリング中の⾞両の排ガスが流⼊し、排ガスに含まれる成分（例え
ば、ハイドロカーボン等）によってガス漏れ警報器が鳴動した事例がありました。（最新の警報器による事例は、
確認されていません。） 

 

電話受付２― ガス漏れ、ガス臭い、ガス漏れ警報器が鳴動している 
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電話受付３― ガスが出ない 
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※１︓ＣＯ警報器の鳴動にはタイムラグがあります。 
※２︓集合住宅では、排気ダクト、排⽔⼝、開放された窓等を通じて、隣接住⼾⼜は階下住⼾からＣＯが当該住⼾に

流⼊する可能性があります。 
また、階下が⾞庫の場合、アイドリング中の⾞両の排ガスが流⼊し、排ガスに含まれる成分（例えば、ハイドロ
カーボン等）によってＣＯ警報器が鳴動した事例がありました。（最新の警報器による事例は、確認されていま
せん。） 
 

電話受付４― CO警報器が鳴っている 
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集中監視２― 圧⼒低下遮断 
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集中監視３― 感震器作動遮断 
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集中監視４.２― 電池電圧低下遮断 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集中監視４.１― ガス漏れ警報器・CO警報器作動遮断 
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集中監視６― 調整圧・閉塞圧異常警告 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集中監視５― 圧⼒式微少漏洩警告、流量式微少漏洩警告、電池電圧低下警告 
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（3） 販売事業者及び緊急時対応保安機関への連絡⽅法 
①緊急出動が必要な場合 

緊急出動の要請は、緊急時対応保安機関に対し電話で出動要請を⾏うとともに、緊急連絡の受
付及び対応の状況を記載した緊急時受付票等をFAX等で送信します。販売事業者には、緊急
時対応保安機関への要請内容と販売事業者が⾏わなければならない措置を指⽰します。 

②緊急出動を必要としない場合 
緊急出動を必要としない場合は、販売事業者に対し電話⼜はFAX等で緊急連絡の結果報

告を⾏います。 

集中監視７― ガス漏れ警報器プラグ抜け警告 
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緊急時受付情報･出動要請票(電話･FAX等）例 
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緊急時受信情報･出動要請票(集中監視）例 
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■ 留守番電話 

携帯電話・留守番電話の活⽤ 

消 費 者 へ の 緊 急 時 連 絡 先 の
周 知 ⽅ 法 の ⼯ 夫 に つ い て 

販売事業者が緊急時連絡の保安業務を委託している場合、緊急時にどこへ連絡をすればよい
のか把握してない消費者もいると考えられます。 

また、消費者が緊急時連絡保安機関を充分認識していない場合もあるでしょう。 
そこで、緊急時の連絡先を消費者に常に周知することを緊急時連絡保安機関としては、⼼がけな

ければなりません。 
 
 
 

緊急時の連絡先として、緊急時連絡保安機関名と販売事業者名併記のステッカーを作成し、周
知することが望ましい。 

■ ステッカー（例） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

緊急時連絡業務を保安機関に委託している販売事業者であって、かつ、上記の⼯夫をしている
場合であっても、留守をする場合、携帯電話への転送、留守番電話に緊急時連絡先を⼊れる等の措置が
望ましい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

緊急時の連絡先を記載したステッカー 














